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「介護 の 日」について

平成 19年 8月 に策定 した 「社会福祉事業 に従事す る者 の確保 を図 るための措

置 に関す る基本的な指針」 (平成 19年 厚 生労働省告示第 289号 )に おいて、福

祉 ・介護 サー ビスの利 用者や若年層 を始 め とす る幅広い層 に対 し理解 を求めるこ

とを盛 り込んだ ところであ り、今般 、介護 に対す る国民の理解 を一層深 めるため、

厚生労働省 では下記 の とお り 「介護 の 日」 を設定 した ところである。

今後 、厚 生労働省 としては 「介護 の 日」 を中心 として国民 に対す る啓発を実施

す ることとしてお り、貴職 におかれて も、 「介護 の 日」の趣 旨を御理解 いただいた

上で様 々な啓発 に努 めていただ くこ とをお願 い したい。 また、併せ て、管内市 区

町村 、関係機 関 。団体 、事業者等 に 「介護 の 日」を周知いただ き、地域 の実情 に

即 した効果的な啓発活動が活発 に行 われ るよ う特段の ご配慮 をお願 い したい。

なお 、す でに同様 の趣 旨の啓発活動が実施 されている場合 には、 「介護 の日」 と

の協調 が図 られ るよ うお願い したい。



記

1 趣 旨

介護 についての理解 と認識 を深 め、介護従事者 、介護 サー ビス利用者及び介護

を行 つてい る家族等 を支援す る とともに、 これ らの人 た ちを取 り巻 く地域社 会

にお ける支 え合 いや 交流 を促進す る観 点か ら、高齢者や 障害者等 に対す る介護

に関 し、国民人 の啓発 を重点的 に実施す るための 日として、 「介護 の 日」を設定

す る。

2 日 にち

11月 11日 とす る。

(日にち及 び名称 について意見公募 を行い、最 も賛意が得 られた ものであ り、

「いい 日、いい 日」 といつた覚えやす く、親 しみやすい語 呂合わせ とした。)

実施方法

「介護 の 日」を中心に、その前後 を啓発活動の重点実施期間 とし、厚生労働省 、

地方公共団体 、関係機 関 ・団体及び事業者等が連携 して、趣 旨にふ さわ しい啓

発活動 を実施す る。

(1)厚 生労働省 においては、全国規模 での周知 ・啓発活動 を実施す るととも

に、全国の活動が連携 を とつて展開 され るよう調整 を行 う。

(2)都 道府 県及 び市 区町村 においては、地域 の実情 に応 じて啓発活動を実施

す る とともに、関係機 関 ・団体 、事業者等 にお いて もそれぞれ の立場 で

自発 的な啓発活動が活発 に行われ るよ う、周知や調整 に努 める。

(活動 の例)
・介護 に関す るフォー ラム、シンポジ ウム

・入学 ・就職や介護 に関す る相談会

・事業所見学会、介護体験会

・ポス ター、マスメデ イアによる広報

。介護 に関す る作文 。標語 コンテス ト

・介護 に関係す る方の表彰       等


